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○委員長（西岡克之委員） 

皆さんおはようございます。定足数に達しておりますので、本日の産業厚生常任委員

会を開会いたします。 

平成２９年第３回定例本会議におきまして、本委員会に付託を受けました議案第５９

号平成２９年度長与町水道事業会計補正予算（第１号）の件を議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

濱局長。 

○水道局長（濱伸二君） 

皆さんおはようございます。それでは水道局所管水道課２議案につきまして、御審議

を受け承りたいと思います。よろしくお願いします。 

まず１件目の第５９号平成２９年度長与町水道事業会計補正予算（第１号）につきま

して、水道課長以下関係職員により御説明いたします。 

○委員長（西岡克之委員） 

山口水道課長。 

○水道課長（山口新吾君） 

おはようございます。それでは議案第５９号平成２９年度長与町水道事業会計補正予

算（第１号）につきまして御説明をいたします。予算書の１ページをお開き願います。

今回の補正につきましては、第２条におきまして債務負担行為を新たに第５条に追加す

るもので、それぞれ期間及び限度額を定めるものでございます。内容につきまして御説

明をいたします。まず長与町浄水場運転管理業務委託でございますけれども、現在委託

をしております運転管理業務の管理体制を見直すとともに、透明性や競争性の確保とい

う観点から業者選定にあたり、現在の随意契約方式から競争入札方式に変更を行うもの

でございます。期間につきましては、平成３０年度から平成３２年度の３年間としてお

ります。これは円滑な業務の引継ぎを行うため移行期間を設け、平成３０年４月１日か

ら万全の体制で業務が行えるよう本年中の契約締結を行う必要があるため債務負担をお

願いするものでございます。新たな管理体制への移行にあたり、改善すべき点があった

場合等を考慮いたしまして３年間というふうにしております。限度額につきましては３

億６,０００万円を予定しております。次に長与川流量観測業務委託ですけれども、長

与川の年間を通じた流量を把握し、今後の水利権増量が可能かどうかを判断するために

行うものでございます。方法といたしましては、測定ポイントの断面を測定し、可動式

の流速計で流速を計測することで流量を算定するものでございます。期間につきまして

は平成３０年度を予定しております。観測につきましては本年度から行う予定でござい

ますけれども、流量を測定するにあたりましては水量の変動を把握するため１年間の観

測が必要であり、２か年にまたがることから平成３０年度につきまして債務負担をお願

いするものでございます。限度額につきましては８００万円を予定しております。 

以上が今回の補正の内容でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 



○委員長（西岡克之委員） 

今説明がありましたので、これから質疑を行います。質疑のある方。 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

おはようございます。やっと、私も何と言いましょうか、個人的に苦節１５年といい

ますか、この随意契約から、開かれたガラス張りの、要は入札にということをずいぶん

言ってきたわけですが、今回希望がやっと達せられたと心より喜んでるところです。年

間結局３年間で３億６,０００万円ということでございますけど、前年度とこの３年間

の３億６,０００万円が、限度額が正しいのかどうかという意味で、今後予想されるそ

の設計の比較、今までどおりやることと、それからこの限度額を債務負担行為として出

す分との比較が分かれば幾らか教えていただきたいと思います。まず１点それをお願い

いたします。 

○委員長（西岡克之委員） 

山口課長。 

○水道課長（山口新吾君） 

３年間の比較ということでございますけれども、平成２７年から２９年度までの分に

つきましては、設計額で言いますと平均約８,０００万の委託費ということでございま

す。今回今お願いをしている３年間分の委託契約につきましては、労務単価等の適正な

労務単価を設定するということで約３割程度の増額ということで予定をしておるところ

でございます。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

他に質疑のある方。 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

少し関連しますけれど、３年間の平均が８,０００万というふうに言われました。２

７年度の決算を見るとこの中の委託の中身が変わってくるのかなとちょっと思うんです

けども、この委託料の中身でも、その他のに対して委託部分が合計で含まれてるのかな

と思うんですが、水道事業費用の中の浄水場警備管理委託で１億２３３万１,２９３円

ですよね２７年度で。２８年度決算は後から出ますけども、これより少し多かったかな

と思うんです。８,０００万ということでは、この委託、いわゆる運転管理業務委託の

中身を少し教えていただきたいと。この２７年度の浄水場警備管理委託との違いもちょ

っと教えていただきたいというふうに思います。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○水道課長（山口新吾君） 

まず現在行っている浄水場の運転管理業務につきましては、基本的に第１、第２浄水



場の運転操作、それから監視業務、機械類の保守点検、簡単な水質検査であったり、施

設の清掃、あと給水装置の点検等がございますけれども、今回新たに３年間で委託業務

をお願いするところの変更点につきましては、まず単年度契約から３年契約に変わった

ということでございます。それから集中管理体制への変更ということで、現在第１第２

浄水場で管理をしているものを第１浄水場、マルキョウのところです。そこの第１浄水

場で一括管理をすることによりまして、人員の削減を図っていこうということを考えて

おります。それから勤務体制の変更、２４時間体制の強化ということで、今、宿直制を

しておりますけれども、これを日勤夜勤ということで２交代制に変えたいというふうに

考えております。現在外部発注をしておるものを効率化を図るということで統合をして、

年間を通じて数量等に変更がないような業務につきましては、その管理委託業務に統合

をして業務の効率化を図っていこうというふうなことを考えております。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

率直な意見で今までは随意契約でやられてたということで、随意契約が契約の金額が

妥当かどうかというのが委員会の中でずっと言われてて、それを今後、債務負担行為で

３年間の契約に変えると。そうすると経費の削減になるんではないかというふうな１つ

は思いがあったんですけども、先程からお伺いしますように平均して８,０００万でし

たと、今回３億６,０００万程度とすると年間１億２,０００万ですよね。決算の数字か

らしても契約の金額、年間で割ると限度額ですから当然下がってくる可能性あるのかも

しれませんけども、ここに出てくる債務負担行為で見ると、随意契約の費用の方が経費

削減になってたんじゃないかというふうにちょっと見てしまうんですけども、その辺の

いわゆるお金に係る部分とこういう債務負担する行為によっての効果といいますか、そ

こがどういうふうに見ればいいのかなと逆に負担が増えて果たしてこれで良かったのか

なと、いいのかなというふうなところを思ってるんですけども、ですからそこら辺この

債務負担行為をすることによって、良くなるんだというところをちょっと示していただ

ければというふうに思います。先程もありましたように集中管理をすることで人員が削

減されると、にも関わらず、何で債務負担行為で今度限度額が上がってきてるのかなと、

ちょっとそこが不可解なんでそこを説明していただければと思います。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○水道課長（山口新吾君） 

確かに委員が言われるとおり金額の方については限度額ですけれども、入札をした場

合でも上るのかなというふうな想定はしておりますけれども、やはり今まで随意契約と

いうことで透明性とか競争性、そういったものをずっと御指摘をしていただいておった

わけですけれども、今回３年間の債務にするということで、どうしても今までの単価に



ついてはずっと管理公社からの流れで安い単価で行っておりまして、これが悪かったか

どうかというのは別問題としまして、よその事業体に比べたら低額で管理業務委託を請

け負っていただいとったわけですけれども、今回入札をするにあたりましては通常の積

算基準に基づいた労務単価を採用しなければならないということで、どうしても上がっ

てくるということでございます。メリットとしましては、先程も説明したように３年間、

複数年契約にするということで、長期的な視野で業務が遂行できるということで受託者

にそういったノウハウが３年間蓄積をされまして、現在以上に安心安全な水のそういっ

た業務、それを担保にできる業務が蓄積をされると。技術者の長与町の浄水場施設全体

の状況というのも、１年ごとにスキルも向上されるということで、より安心安全な監視

体制をつくれるものではないかということで、今回３年間ということでお願いをしてい

る状況でございます。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員） 

今の労務単価のところで、労務単価がどんなふうに変わるのか教えて下さい。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○水道課長（山口新吾君） 

現在の基本単価ですけれども、現在行っている単価につきましては、警備員の労務単

価ということで７,６００円ということで設定をしております。今後はうちの方で新た

に設定をする単価につきましては１万２,３００円を予定しております。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

先程河野委員の関連でいくつか、まず先程８,０００万という委託費は今契約してる

協環ですかね、そちらに支払ってる額という認識なんですよね。原水及び浄水費のとこ

ろで１億ちょっという数字があった、この中に８,０００万も含まれてるわけですよね。

今度の委託によって、この中の１億の部分もその委託の中にどっか入ってくるんですか。

残りの差額の単純に言えば２,０００万ですよね。２,０００万の部分も今度契約しよう

とする部分に何か入ってくるものがあるんですか。ちょっとそこのところ確認したいと

思います。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○水道課長（山口新吾君） 

今回、管理業務委託を行うにあたりましては、現在外部委託をしとった分ですね。そ

れにつきましても、効率性の観点から統合をして一括して業務委託の中に含めようかな



というふうに考えておりまして、その額は大体１,５００万程度ですね、新たに外部発

注分を統合して、今回の業務委託の中に含めて入札をさせてもらおうかなというふうに

考えております。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

あと２点、今の件で１,５００万円というのは、いわゆる機器の点検とか別に発注を

してた分が１,５００万の中に入ってくるという認識でいきたいと思うんですけど、そ

この確認が１つと、第１と第２を集中管理を行うということですけれども、そのシステ

ム自体は現状あるんですか、集中管理できるシステムが。そこの確認したいと思います。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○水道課長（山口新吾君） 

１点目の外部委託の分の発注の内容ですけれども、項目でお話をしますと、現在、外

部発注しておった分ということで水道水源水質調査業務、それから自家用電気保守点検

業務、施設周りの除草業務、あと活性炭交換業務、こういったものは現在外部発注をし

ておりますが、今回の委託の中に含みたいというふうに考えております。それから１局

体制、これにつきましては、本年度にウェブ監視ということでウェブを利用して、その

情報を第１浄水場に飛ばすようなシステムを構築するようにしておりますので、それが

完成した暁には第１浄水場での一括管理は可能かという判断から、今回このような業務

委託についてお願いをしているところでございます。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

今のだいたい聞いて分かりました。端的に言うて、これだけ今度集中あるいは一括す

るから３億６,０００万３年間でなる。今まで分散していたのが、そうなるから減ると

いうのが出てるわけですね。だからそれを一括してこんだけの金額、契約はなるけれど

も、そういういろんなことを統合していけば、こういうのが減ってきて、何千万、何百

万、マイナスになる、あるいは比較して、そういうことをはっきり言うてもらえば分か

るわけです。今いろんな部門部門で管理して委託費があったわけ管理費が、だからそう

いうのをこうするから、そういうのが減ってくるからこういう形になりますというのを

端的に言うてくれれば分かりやすいんだけどもできますか。いろんなところで管理とか

除草の分があったとか、そういうのをこっちに移すわけだからそうしてもらえばパッと

分かるわけです。そういうのが表現してもらえば分かりやすかわけです。分かるかな。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 



○水道課長（山口新吾君） 

今回業務を変更して減らないのかという御質問かと思うんですけれども、実際今先程

説明をしたように、どうしても今までの単価が安かったもんですから、今後入札をした

としましても一般的に考えると減ることはないのかなというふうに考えております。や

はりメリットとしましては今説明したように、そういった統合することで業務の効率化

であったり、あと透明性であったり競争性であったりそういったものを確保というとこ

ろを重点を置いて、今回お願いをしてるところでございますので、業務委託につきまし

ては今後も同じような形でと思っておるんですけれども、現在よりは金額的に減ること

はないのではないかなというふうには考えております。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

確認ですけども、一部の委託料ですけど、これまでは、先程も言いましたように原水

及び浄水費の委託料は１億２００万、平成２７年度で。今度は３年間で、割ると先程も

言いました限度額ですけども１億２,０００万ということで、その差が約２,０００万く

らい１,８００万ぐらいあるわけです。この部分が水道料金に反映されることはないの

か、いわゆる他の経費が掛かるということで水道料金の引き上げをせんばいかんという

ふうな状況になるということはないのか、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○水道課長（山口新吾君） 

今回委託料については上がるというシミュレーションをしておりますけれども、実際

うちの中長期計画でも新たな管理業務委託費を入れてシミュレーションをしておるとこ

ろでございますけれども、その中では、現在のところの収支のバランスはとれていると

いう状況でございます。しかしながら、今後水需要であったりとか老朽施設の更新等、

支出の方が掛かってくるというシミュレーションもしておりますので、現在のところは

安定的な運営は保たれてる状況ですけれども、今後そういった料金改正についても適正

な時期を見誤らないように検討をしていきたいというふうに考えております。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

まず反対討論ありませんか。 

次に賛成討論ありませんか。 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 



議案第５９号について賛成の立場から討論いたします。まずはこの委員会でも指摘が

されてたように、委託が１事業所の随意契約であったということで透明性に欠けるんで

はないかとずっと指摘がされてて、それを解消するという形の部分では評価をしたいと

思います。それと併せて、これまでの随意契約がずっと契約してた事業所ということで

労務単価が低かったという部分では、今回労務単価が上がって委託費用も上がりますけ

ども、考えてみますとそこには適正な労務単価が支給されるという意味では、違う意味

での経済効果があるのではないかなというふうに思います。働く人の適正な賃金を払う

という意味でも評価をしたいというふうに思います。ただ先程申しますように、こうし

た形が水道料金の値上げだとかというところにならないように、ぜひ担当部局としても

努力をしていただきたいということを要望いたしまして、賛成討論といたします。 

○委員長（西岡克之委員） 

次に反対討論ありませんか。 

次に賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第５９号平成２９年度長与町水道事業会計補正予算（第１号）の採決を

いたします。本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

それでは平成２９年第３回定例会本会議におきまして、本常任委員会に付託を受けま

した議案第６７号平成２８年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定についての結

審を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

山口課長。 

○水道課長（山口新吾君） 

それでは議案第６７号平成２８年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定につき

まして、提案理由の御説明を申し上げます。決算書の１、２ページをお開き願います。

収益的収入及び支出の収入におきましては、予算額７億８,１１０万７,０００円に対し

決算額は７億９,７６５万９,６７５円となり１,６５５万２,６７５円の増収となってお

ります。これは営業収益のうち上水道給水収益の増が主なものでございます。支出にお

きましては、予算額６億８,８７６万９,０００円に対し決算額は６億６,２０３万１,３

７５円となり不用額が２,６７３万７,６２５円となっております。これは委託料、人件

費などの減額が主なものでございます。３、４ページをお開き願います。資本的収入及

び支出の収入におきましては、予算額２,１４１万２,０００円に対し決算額は２,８５

３万８,０００円となり７１２万６,０００円の増収となっております。これは負担金の

増によるものでございます。支出におきましては、予算額４億５,２４６万１,０００円

に対し決算額は４億３,６５１万１,４２５円となり１,５９４万９,５７５円の不用額と

なっております。これは建設改良費の減額が主なものでございます。なお資本的収入額



が資本的支出額に不足する額４億７９７万３,４２５円は、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額１,８９７万７,３６０円、過年度分損益勘定留保資金１億１,２

５３万７,７１１円、当年度分損益勘定留保資金１億２,５０５万６４３円、減債積立金

１億３,９０５万５,４１８円、建設改良積立金１,２３５万２,２９３円で補填をいたし

ております。たな卸資産購入限度額の執行額につきましては６０７万４,２７８円でご

ざいます。５ページをお開き願います。ここに計上しております損益計算書は税抜き計

算となっております。営業収支におきましては６,９３９万５,９０６円の営業利益とな

り、営業外収益におきましても６,０９０万９,４３７円の利益となっております。その

結果、経常収支におきましては１億３,０３０万５,３４３円の経常利益となっておりま

す。また特別収支におきましては１,３８３万１,４３２円の損失となり、以上の結果、

当年度純利益は１億１,６４７万３,９１１円でございます。これにその他の未処分利益

剰余金変動額１億５,１４０万７,７１１円を加え、当年度未処分利益剰余金は２億６,

７８８万１,６２２円でございます。次に６ページでございますけれども、キャッシ

ュ・フロー計算書でございます。下から３番目に記載をしておりますが、当年度資金減

少額は１億５,８９０万３,３６９円となり、当年度資金期末残高は５億９１３万６,９

３０円でございます。次に７、８ページをお開き願います。剰余金計算書の１番左に記

載をしております項目で申しますと、前年度末残高欄につきましては２７年度末残高で

あり、前年度処分額欄につきましては平成２７年度末未処分利益剰余金２億９,２０６

万９,０９４円のうち剰余金処分として減債積立金に１億３,２２６万４,１２５円を積

み立てた金額であり、処分後残高欄につきましては剰余金処分後の２７年度末でござい

ます。当年度変動額につきましては２８年度において補填財源として減債積立金を取り

崩した額及び当年度純利益であり当年度末残高欄は平成２８年度末の残高でございます。 

７ページの下段に記載をしております剰余金処分計算書（案）につきましては、未処

分利益剰余金処分額といたしまして、資本金の組み入れに１億５,１４０万７,７１１円、

減債積立金に１億円、建設改良積立金に１,６４７万３,９１１円を積み立てる予定であ

り、この剰余金処分に関しまして議会の議決を求めるものでございます。 

次に９ページをお開き願います。ここには貸借対照表を記載しております。資産の部

でございますけれども、固定資産は有形無形固定資産合計で５４億３６０万４,８８５

円、流動資産は現金預金、未収金、貯蔵品、前払費用で合計５億３,５１７万７,３４７

円で、このうち前払費用は、平成２８年度分として日本水道協会へ支払った水道メータ

ー検針員及び水道管等賠償責任に掛かる保険料でございます。以上、資産合計が５９億

３,８７８万２,２３２円となっております。 

次に１０ページの負債の部でございますけれども、固定負債は企業債引当金で５億９,

１５８万８,００２円、流動負債は企業債、未払金、引当金その他流動負債で合計１億

７,０８５万９,６０３円、繰延収益は長期前受金で１９億９２７万３,３７１円、これ

らを合わせまして負債合計が２６億７,１７２万９７６円となっております。次に資本



の部でございますけれども、資本金は２４億９,４０１万７,９５０円、剰余金は資本剰

余金、利益剰余金、合計で７億７,３０４万３,３０６円、これらを合わせまして資本合

計が３２億６,７０６万１,２５６円となっております。負債資本合計は５９億３,８７

８万２,２３２円となり資産合計と一致をしております。 

続きまして、決算付属書類につきまして御説明を申し上げます。１２、１３ページを

お開き願います。１、概況につきまして（１）で総括事項を記載しております。（２）

議会議決事項は件名といたしまして、２７年度剰余金の処分及び決算認定について、次

に水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例、３番目に２９年度の予算、こ

の３件でございます。（３）職員に関する事項につきましては、水道課職員数は局長も

含めまして１５名でございます。次に１３ページでございますが、（４）その他の重要

事項ですが、他会計負担金の使途の特定といたしまして、一般会計から消火栓維持管理

費１７６万５,０００円につきましては全額職員の給与費に充当をいたしております。

次に、２、工事（１）改良工事の概況でございますが、これにつきましては工事の１５

件分を記載しております。次に１４、１５ページをお開き願います。３、業務（１）業

務量、（２）事業収入に関する事項、（３）事業費に関する事項、につきましては平成

２７年度決算の比較で記載をしております。金額については税抜きでございます。１５

ページでございますが、４、会計（１）重要契約の要旨では、先程の工事の概況の主な

ものといたしまして５件を記載をしております。 

次に１６ページ１７ページをお開き願います。１８ページまでまたがりますけれども、

ここには収益費用明細書を記載しております。金額は税抜きでございます。１６ページ

の水道事業収益でございます。営業収益６億６,７７８万５,７１７円、上水道給水収益、

水道料金６億２,６７０万１,９１５円で、これは給水人口が３万８,２７１人、給水戸

数が１万５,５４６戸分でございます。自由ヶ丘団地簡易水道料金、水道料金３４３万

２,７７４円でございます。給水人口につきましては２３８名、給水戸数につきまして

は１０６戸でございます。道の尾温泉団地簡易水道料金、水道料金３１５万７,２９１

円で、給水人口２３３人、給水戸数が１０３戸でございます。次に受託工事収益１６４

万３,７８９円は修繕工事収入、これは水道管の破損による修繕でございますが、この

分の２件の７万３,７８９円と、メーター器取付工事費１５７万円、これは１３１件で

ございます。その他営業収益３,２８４万９,９４８円は、工事許可手数料１０３万６,

０００円で２２７件、竣工検査手数料１４７万８,０００円で同じく２２７件でござい

ます。他会計負担金１７６万５,０００円、これは消火栓維持管理費３５３基分でござ

います。負担金１,２５７万１,３１７円、３件でございますが、内訳といたしましては、

長崎市よりの水道メーター検針手数料として７６万１,２２０円の４,２２９件、局長人

件費に掛かる負担金といたしまして下水道課より４９１万３,０５３円、検針業務負担

金といたしまして下水道課より６８９万７,０４４円となっております。加入金１,０５

７万９,６３１円で１２４件でございます。分岐料５３５万円で１０７件でございます。



指定給水装置工事事業者指定申請手数料７万円で件数は７件となっております。次に営

業外収益７,７６３万７,５２２円、内訳といたしまして、受取利息及び配当金、預金利

息３８万３,８８２円で、内訳としまして、定期預金の３７万９,３７２円、普通預金の

４,５１０円でございます。長期前受金戻入７,６９９万３,５１４円で、内訳は記載の

通りとなっております。県支出金委託金１０万７,０００円、これは権限移譲等交付金

でございます。雑収入、その他雑収入１５万３,１２６円、これにつきましては１７７

件分でございます。特別利益、過年度損益修正益２万４,０５１円で２件でございます。

内訳といたしましては、平成２７年度雇用保険料戻入金１万９,３５１円の１件、無届

使用４,７００円の３件でございます。以上収益合計が７億４,５４４万７,２９０円と

なっております。 

続きまして１７ページの水道事業費用でございます。営業費用５億９,８３８万９,８

１１円、原水及び浄水費２億３,３２１万９,０９８円。主なものといたしまして、給料、

手当、法定福利費の２,５６１万７,３８６円、これは浄水係４名分の人件費でございま

す。委託料１億３６７万４,５０３円、主なものといたしましては、浄水場警備及び水

道施設管理委託６,７２０万円、水質検査業務委託７８０万１,０００円、地下水用水調

査業務委託８８０万４,０００円。なお調査箇所につきましては、笠山ボーリング、洗

切ボーリングでございます。次に修繕費２,５８２万６,５７９円の６７件、これはポン

プ制御盤改修代他でございます。動力費６,４０４万８,５４１円、これは浄水場配水池

ポンプ室などの電気料金でございます。薬品費５７０万２,９６０円、これはポリ塩化

アルミニウム、原塩、それに試薬等でございます。次に配水及び給水費８,５８９万６

９１円、主なものといたしまして、給料、手当、法定福利費の１,１９６万８,２６６円、

これは工務係２名分の人件費でございます。委託料２,５４３万５,２３６円、主なもの

といたしまして、漏水調査業務委託１,２５０万円、水道メーター器取付委託料４７４

万８,７００円でございます。修繕費４,１３２万６,１６６円、内訳といたしまして、

配水管漏水修理等３,７９０万１８６円の１３２件、メーター器再生費３４２万５,９８

０円の２,０８２戸分でございます。１８ページでございます。総係費でございますが

７,５５７万６,１６７円、主なものといたしまして、給料手当法定福利費４,２０８万

１１５円、これは局長、課長、業務係の計７名分の人件費でございます。退職手当負担

金３６３万６,６９８円、これは職員１４名分の負担金でございます。委託料１,６０６

万３,２３８円、主なものといたしまして、検針委託料１,３６８万４,１４５円の２１

万８,１５２件分でございます。水道料金、下水道使用料、システム保守業務委託６３

万６,３６０円、上下水道企業会計システム保守委託３５万３,４００円となっておりま

す。減価償却費１億９,７６７万９７４円、有形固定資産減価償却費１億９,３９３万２,

４３９円、内訳といたしましては建物構築物機械及び装置、車両及び運搬具、工具器具

及び備品分でございます。無形固定資産減価償却費３７３万８,５３５円、これはダム

使用権でございます。資産減耗費４６４万３,１８３円、固定資産除却費（支出無）４



２０万９,１７３円、内訳といたしまして構築物機械及び装置分でございます。たな卸

資産減耗費１６万４,０１０円、固定資産除却費（支出有）の分ですが２７万円、これ

は東高田ポンプ場付近の架空線撤去工事分でございます。営業外費用１,６７２万８,０

８５円、支払利息、企業債利息、１,６４５万５,１７５円、内訳といたしましては、財

政融資資金の１,１４５万９３０円の４件分、地方公共団体金融機構資金の２６９万６,

６５８円の４件分、三菱信用組合２３０万７,５８７円の２件分でございます。特別損

失１,３８５万５,４８３円、退職給付費１,３６６万円、これは平成２６年度末要支給

額の５年分割納付分でございます。過年度損益修正損１９万５,４８３円でございます。 

１９ページですけれども、ここには資本的収入及び支出明細書を記載しております。

金額は消費税抜きでございます。資本的収入、負担金２,６５０万４,８００円、内訳と

いたしまして、分岐工事負担金８２１万５,０００円の３５戸分、工事負担金としまし

て、吉無田三根線街路築造工事に伴う水道施設等の補償金１０８万９,８００円、池山

土地区画整理事業における水源負担金１,７２０万円でございます。資本的支出４億１,

５５０万８６５円、建設改良費２億７,６４４万５,４４７円、内訳といたしまして事務

費の１,３６４万２,５５７円、これは給料、手当、法定福利費等職員２名分の事務費で

ございます。改良費２億６,２３５万６,０００円、主なものといたしまして、委託料１,

２２０万円、これは長与町水道事業変更認可申請書作成業務委託１,０５０万円、電気

探査業務委託、本川内郷でございますけれども１１０万円、本川内接合井築造予定地測

量業務委託６０万円でございます。路面復旧費１,３７９万５,０００円、これは西高田

地区でございますが、高田地区の配水管布設替工事に伴う舗装復旧費２件分でございま

す。工事請負費２億３,６３６万１,０００円の１３件で、主なものといたしまして、三

根本川内間導配水管布設替工事の５,５５５万１,０００円、高田地区配水管布設替工事

２工区の３,０２６万２,０００円、第１浄水場次亜精製装置電流整流基盤改修工事の２,

４００万円、丸尾団地内配水管布設替工事２,７６３万６,０００円、丸尾総配水管布設

工事の２,３８２万７,０００円でございます。固定資産購入費４４万６,８９０円、量

水器購入費２８万１,８９０円、これは１５１戸分でございます。備品購入費１６万５,

０００円、これはＯＫシルトフェンスの購入費でございます。企業債償還金１億３,９

０５万５,４１８円の９件、内訳につきましては、財政融資資金の８,２５９万１,８４

６円の４件分、地方公共団体金融機構資金の３,６４６万３,５７２円の４件分、長崎三

菱信用組合２,０００万円の１件分でございます。 

次に２０、２１ページをお開き願います。ここには固定資産明細書を記載しておりま

す。（１）有形固定資産明細書ですが資金の種類といたしましては、土地、建物、構築

物などで２８年度末の償還未済高につきましては５３億２,２６２万５,２７０円でござ

います。（２）無形固定資産明細書でございますが資産の種類といたしましてはダム使

用権及び電話加入権で２８年度末現在高は８,０９７万９,６１５円でございます。 

次に２２、２３ページをお開き願います。企業債明細書でございますが２８年度末に



おける未償還残高につきましては６億６,３９１万８,５４６円となっております。 

以上が２８年度長与町水道事業決算の概要でございます。よろしく御審議のほどお願

い申し上げます。引き続きまして、工事概要につきまして図面におきまして工務係長よ

り説明を申し上げます。なお説明用として図面をお配りしておりますので御参照下さい。

なお委員会終了後に図面につきましては回収をさせていただきますので、よろしくお願

いを申し上げます。 

○委員長（西岡克之委員） 

高橋係長。 

○係長（髙橋庸輔君） 

それでは工事の概況の中で重要契約の要旨の説明をさせていただきます。決算書の１

５ページ及び、お配りしておりますＡ３版の図面を御覧下さい。それでは重要契約の要

旨の１番目から説明いたします。ナンバー１、三根本川内間導配水管布設替工事です。

本工事は、広域水道解散に伴う不足水量を余力のある本川内水源より補填するための導

水管を整備し、合わせて老朽配水管、昭和４６年布設管などの更新を行い、経費節減及

び耐震化を図りました。工事内容といたしまして、導水管口径１５０ミリ延長７２１メ

ートル、配水管口径１５０ミリ延長７０８.９メートルの施工を行いました。工事費は

税込で５,０９９万５,０８０円となっております。続きましてナンバー２、高田地区西

高田配水管布設替工事２工区ですが、本工事は昭和４４年に布設した配水管の老朽化に

伴う更新を行い、併せて耐震化を図りました。工事内容といたしまして、配水管口径１

５０ミリ延長３９９.８メートル、配水管口径７５ミリ延長３６.７メートル、配水管口

径５０ミリ延長４２メートル及び給水装置口２７か所の施工を行いました。工事費は税

込で３,２６８万２,９６０円となっております。続きましてナンバー３、第１浄水場次

亜精製装置電源整流基盤改修工事です。本工事は電源整流基盤の経年劣化、平成元年設

置でございます、に伴い滅菌用次亜塩素酸ソーダを精製する日常運転に支障をきたす恐

れがあるため更新を行いました。工事費は税込で２,５９２万円となっております。続

きましてナンバー４、丸尾団地内配水管布設替工事です。本工事は昭和４８年に布設し

た配水管の老朽化に伴う更新を行い、併せて耐震化を図りました。工事内容といたしま

して、配水管口径１５０ミリ延長５２２.５メートル、分岐工事工１５か所及び給水装

置工４８か所の施工を行いました。工事費は税込で２,９８４万６,８８０円となってお

ります。最後にナンバー５、丸尾総配水管布設工事、本工事は丸尾配水池系統の配水区

域を東高田配水池系統へ変更することで丸尾配水池及び元木ポンプ所及び丸尾送水管の

老朽施設を廃止することにより老朽施設の更新及び耐震化を図るものです。工事内容と

いたしまして、送配水管口径１５０ミリ延長３５３.４メートル、流量計室築造工一式、

電気計装設備工一式及び給水装置工５か所の施工を行いました。工事費は税込で２,５

７３万３,１６０円となっております。以上で重要契約の要旨の説明を終わります。 

○委員長（西岡克之委員） 



説明は以上でよろしいですか。 

委員の皆様に提案いたします。剰余金の処分と決算の認定、質疑を一緒に行いたいと

思います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

一緒に行いたいと思います。ただ議決は別々にやらなければなりませんので、御理解

のほどよろしくお願いいたします。それでは質疑のある方、挙手をしてどうぞ。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

補正の方とちょっと関連が出てきて、付属書類の１６、１７ページから費用の方が出

てますよね。いろんな委託とか費用がですね。先程聞いたけども、だからこういう中で

この部類のこの金額がこちらの方に新しい契約方式になってくるから、次年度からこの

分がこれだけ、ここの契約の委託先とかなんとかの分がこれだけ減りますよというそう

いう説明できますかね。あるいはこういう費用がこれからの債務負担行為の中に入って

くるからこの項目の費用は要りませんよとか、そういうのは説明できますか。 

○委員長（西岡克之委員） 

吉岡委員の質疑に対して、項目の変化について、金額等の変化について答えていただ

ければというふうに思います。 

しばらく休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（西岡克之委員） 

休憩を閉じ委員会を再開いたします。 

髙橋係長。 

○係長（髙橋庸輔君） 

原水及び浄水費の委託料、決算書の１７ページです。ここの約１億３００万のところ

が今回債務負担行為で上げます約１億２,０００万という形になります。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

ここの部分がもうストレートに、単純計算すれば１億２,０００万、そういうことに

なるということですか。他のところはもう関係ないわけですか、他の委託とかなんとか

の分は、あるいは雑費とか含めて今まで上がっとったけども、次年度からこの分の費用

がゼロになるとか、そういうことにならないわけ、この分だけでいいんですね。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○水道課長（山口新吾君） 

今回上げてる分につきましては、ここの委託料の約１,３００万、この分が今回の委



託料に該当するものでございます。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

他に質疑ある方。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

１５ページ、配水管布設工事につきまして老朽化に伴って耐震化も図るというところ

でございますけれども、これは４４年とか、西高田地区、丸尾もそうですけども４０年

代に配設されたというとこで、３０年以上経って大体耐震年数というのはあるんでしょ

うか。なんか壊れているとかなんとかあったんでしょうか。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○水道課長（山口新吾君） 

基本的に水道管とか管路につきましては４０年というのが耐用年数でございます、実

際４０年過ぎてる管もございますけれども、実際４０年来たから処分するというわけで

はなくて使えるものについては使っていくと、逆に４０年経ってなくても漏水等が多い

箇所につきましては、どうしてもそこ一帯が腐食が激しいんではないかということで、

その分につきまして前倒し改修をしていく、そういったことで臨機応変に改修をしてい

こうというふうに思ってますけども、基本的には中長期計画での投資計画に基づいて改

修の方を行っていきたいというふうに考えております。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

まずは１２ページの概況で、営業収支において営業利益が６,９３５万９０６円とな

っていると、しかし前年度比で見て２,３４２万３,６２６円減額となってますというこ

とで、ただ１６ページの水道事業収益を見ると前年度より収益は多くなってるわけです

よね。これ減額になった主な理由、２,３４２万３,６２６円、前年度からこれだけ減額

になってると、収益のですよ。特に何か大きな問題があったのかなと思って、ちょっと

そこら辺がいくつかの要因あると思うんですけども、主な要因はどういうものか少し分

かれば教えていただきたいと思います。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○水道課長（山口新吾君） 

給水収益の減額でございますけれども、要因といたしましては議案にもあります通り、

有効水量、有収率が悪くなったということが給水収益の減になる最も大きな要因ではな

いかなというふうに試算をしております。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 



河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

１６、１７の明細書が分かりやすいんで、そこからお伺いしたいと思いますけども、

そういう要因があるということで、数字で見ますと１７ページの水道事業費用の修繕費

が前年度に比べて非常に多く掛かっているというところが、こうした部分が経費が多く

なってどうしても収益が減額になったというふうなところ。やはりこの修繕費が多く掛

かるということは、機器の老朽化の問題がやっぱり大きな要因かなというふうに考えら

れるんですけども、そういうふうな考え方でよろしいのか、また２８年度特別に修繕費

が多くなった理由が別にあるものなのか、その辺が分かればお伺いしたいと思います。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○水道課長（山口新吾君） 

委員がおっしゃるとおり修繕費等の支出の方がちょっと増えてはおるんですけども、

漏水につきましては２８年度につきましては、前年度よりも約６７件の増ということで

修理件数も漏水件数が多かったということで、その分修繕費用が高くなったということ

でございます。要因としては、２８年の１月に大寒波がありまして、その影響もあって

２８年度にまたがる部分で漏水が増えていたのではないかなというふうには予測はして

おります。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

そうすると天候的な要因も１つはあって、こうした工事、修繕費が多く発生したとい

うふうなところもあると。大雪で管が破裂したというところからでの修繕費の増という

ふうな形で捉えてよろしいでしょうか。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○水道課長（山口新吾君） 

１年過ぎれば老朽もしますけれども、大きな要因としましては委員がおっしゃる通り

大寒波の影響が大きいのではないかなというふうに推測をしております。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

他にありませんか。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

川の水と地下水を汲み上げた水道事業となってるわけですけども、今何か所あって、

稼働が何か所で、そういうのが今分かりますか。地下水も。 

○委員長（西岡克之委員） 



課長。 

○水道課長（山口新吾君） 

現在、河川水と地下水と併用して取水を行っておりますけれども、河川水につきまし

ては、長与川の第１浄水場、第２浄水場の取水口からということで、その他のボーリン

グ水、地下水につきましては、町内全域で現在１６か所のボーリングを、取水をしてい

る状況でございます。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

全部今、それがフル回転しておるのか、あるいはちょっと余ってるから１、２か所は

そこから汲み上げてないとか、そういう状況等はどうなんですか。修理等々あるいは保

つためにいろんな管理体制をちゃんとやってるとか、その内容について。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○水道課長（山口新吾君） 

今回、本川内地区の地下水源、ボーリングを今回第２浄水場の方に持っていくという

ことで計画をしております。これにつきましては、ボーリングの容量としましては１,

２００トンの分が今回新たに導水管の整備あるいは接合井の整備を行うことで、浄水場

に直接ボーリング水を運んでいくような施設を整備をするように予定をしております。 

○委員長（西岡克之委員） 

しばらく休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（西岡克之委員） 

休憩を閉じ委員会を再開いたします。 

山口課長。 

○水道課長（山口新吾君） 

現在１６本のうち１４本を稼働を行っております。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

他に質疑ございませんか。 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

ちょっとすみません。細かいことで明細書の１６ページの収益のところの分岐料、そ

もそも分岐料というのがどういうものなのかと、前年度に比較してかなり多く分岐料と

いうのが入ってきてますね。前年度３０件という説明があって今回１０７件というふう

な話で、これがどういう理由なのか教えていただければと思います。 

○委員長（西岡克之委員） 



課長。 

○水道課長（山口新吾君） 

分岐料につきましては、各家庭に家を建てられて水道を引くときに徴収をさせてもら

ってる分ですけれども、要因としましては２８年度についてはビューテラス、この分が

結構家が建ったということで、その分の建築をされる際、分岐料ということで徴収をし

た関係でこの２８年の分については増えているのではないかなというふうに考えており

ます。以上です。 

○委員（河野龍二委員） 

そういう場合、加入金なんかと同じふうな、加入金というのも水道の引いてもらうと

きに支払う義務が出てくると思うんですけども、同数にはならないんですか。加入金に

ついては１２４件という話で、この違いも含めてちょっと教えていただけばと思います。 

○委員長（西岡克之委員） 

髙橋係長。 

○係長（髙橋庸輔君） 

加入金につきましては全所帯給水装置申込書の数だけ出てきます。分岐料に関しまし

ては、もともと引込みがない家に関して引込みを行う時に本管から引込みを取り直す際

に掛かります。 

○委員長（西岡克之委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

加入金は水道を引いて欲しいと思う時に払うわけですたいね。分岐料というのは、そ

こから自宅に管が入ってないという時に工事をしてもらう。加入と分岐は普通同時にさ

れる。加入金の方が多いからいいわけですね。加入はしたけどもまだ分岐してない部分

もあるというふうな判断でよろしいんですか。ちょっとそこまで含めてお願いします。 

○委員長（西岡克之委員） 

髙橋係長。 

○係長（髙橋庸輔君） 

加入金が多くなるのは、分岐がもともとありましたという状態の時、加入金から掛か

ります。何もない更地からだと分岐料、加入金と２つ掛かってる形になります。 

他に質疑ありませんか。 

○委員長（西岡克之委員） 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

今までもちょっと聞いたことあるわけですけども、この１６ページに収益的なところ

で、この町の事業と本体と自由が丘とか道の尾、出てますけども、町内にはひょっとし

たら独自の組織というか団地というか、そういうのがあったような気がします。そうい



うのがまだ継続的にやって、独自の運営というか、水道事業というか、そういうのがあ

ったような気がしますので、それはそれでまだ残ってずっと自分たちの独自運営でやっ

てるとこがあるのか、あればそういうところのまた名前なんかをお願いいたします。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○水道課長（山口新吾君） 

現在、町内で独自で上水道事業じゃなくて独自で運営をしているところですけれども、

全体で町内で９か所の地域につきまして独自で水道を供給をしている箇所がございます。

これにつきましては上水道事業でありませんので何とも言えないんですけども、継続し

て今のところずっと取り組むような計画はございません。今現在、自家水源をしている

所につきましては、本川内郷にありますオレンジタウン、同じく本川内の木場水道組合、

清見が丘、これは平木場郷になりますけども、あとハイツ池下、高田郷です。佐敷川内

地区、中通り地区、川頭地区、上平地区というふうな地区が、自家水源で運営をしてお

ります。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第６７号のうち剰余金の処分についての討論を行います。 

まず反対討論ありませんか。 

次に賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第６７号のうち剰余金の処分について採決をいたします。 

本案のうち剰余金の処分について、議案のとおり可決すべきものと決することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり」） 

異議なしと認めます。よって本案のうち剰余金の処分については、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

次に、議案第６７号のうち決算の認定について討論を行います。 

まず反対討論ありませんか。 

次に賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第６７号のうち決算認定について採決をいたします。本案のうち決算認

定について、原案のとおり認定すべきものと決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案のうち決算の認定について、原案のとおり認定すべ

きものと決しました。以上。 

場内の時計で１５分まで休憩したいと思います。 



（休憩 １１時０１分～１１時１２分） 

○委員長（西岡克之委員） 

それでは休憩を閉じ、委員会を再開いたします。議案第６０号平成２９年度長与町下

水道事業会計補正予算（第１号）の件を議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

濱局長。 

○水道局長（濱伸二君） 

続きまして、水道局所管下水道課２議案につきまして御審議を賜りますようよろしく

お願いいたします。まず１点目の議案第６０号平成２９年度長与町下水道事業会計補正

予算（第１号）につきまして、下水道課長以下関係職員により御説明いたします。 

○委員長（西岡克之委員） 

山崎課長。 

○下水道課長（山崎禎三君） 

それでは御説明を申し上げます。議案第６０号平成２９年度長与町下水道事業会計補

正予算（第１号）について御説明を申し上げます。予算書の１ページをお開き願います。

今回の補正につきまして、第２条におきまして当初予算第５条において定めました債務

負担行為につきまして、長与浄化センター維持管理委託の期間及び限度額を追加するも

のであります。内容につきまして御説明申し上げます。例年、単年度契約において委託

をしております長与浄化センターの運転管理業務につきまして、今回その業務委託の範

囲及び契約の期間を見直すとともに、業者の選定方法につきましても変更を行うもので

ございます。期間につきましては平成３０年から３２年までの３年間としております。

また限度額につきましては５億８,５２７万円を予定しております。以上が今回の補正

の内容でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（西岡克之委員） 

これから質疑を行います。質疑はありますか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

今、説明をしていただいたんですが、もう少し詳しく選定方法の見直しというところ

で、もう一度、詳しく具体的に教えていただきませんか。 

○委員長（西岡克之委員） 

山崎課長。 

○下水道課長（山崎禎三君） 

こちらの業務委託につきまして、例年、随意契約において同じ業者と契約をさせてい

ただいております。そちらにつきまして、今後、競争原理を図る意味とそれから透明性

を図る意味も考慮いたしまして、現在の契約方式であります仕様発注から性能発注へ変

更するということに加えまして、包括化することによりまして業者の自由度また創意工



夫の余地が大きく、維持管理費の削減または効率的な下水道施設の展開に期待できるも

のでありますから、技術提案をいただいたところでの業者選定という流れで今後予定を

しております。 

○委員長（西岡克之委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

今、技術提案も含めてというふうな説明がされて、そうすると単なる入札で金額が低

いという点での業者選定ではないと、いろんなトータル的な部分も含めての判断をされ

るという形で選定されようとされておるのか、そこをお伺いしたいと思います。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○下水道課長（山崎禎三君） 

御指摘の通りでございまして、金額も含めたところで業者の能力、それと金額と合わ

せたところで、こちらの方が一番町のためになるのではないかというふうな業者を探す

ようなそういったもの、俗に言うプロポーザル随意契約、公募型になるんですが、こち

らの方で進めていくような予定で今おります。もう少し突っ込んだ答えをさせていただ

けば、単純にここ数年、労務単価の上昇とかがございまして、処理場の運転管理業務委

託につきまして起工設計額、入札に上げる前の予算措置上の額、そちらについて２７年

度で税込で１億と、２８年度につきましては１億３００万、２９年度に至っては１億７

００万、順調に増加する方で推移してきております。そういった中で包括的民間委託と

いうふうな手法を取る中で、民間業者の創意工夫を得るためには何が必要かというふう

な話になるんですが、委託の範囲、先程委託の範囲において見直すというふうなことを

申し上げたと思いますが、今まで分割でそれぞれ発注をしておりました処理場の緑化業

務、それから脱硫剤及び処分充填作業業務とか、あと保安管理業務、こういったやつを

６項目ほど合わせまして、あと町内３９か所ございますマンホールポンプの保守点検の

業務委託も抱き合わせて、全体的に費用対効果を出すような形で、ただプラスの年間大

体７,０００万から７,５００万ぐらい掛かっております動力費、あと薬品費、こういっ

たユーティリティ経費につきましても、合わせたところで競争原理に掛けるような形で

業者を選定をしたいというふうに考えております。 

○委員長（西岡克之委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

そうすると単なる処理場の委託料、２７年度決算でいきますと１億２,１６０万ぐら

いですけども、先程の説明ですと管渠費の委託料、マンホールポンプの設備、保守点検

だとか、その他いろいろ他の部分も含めて、この委託料の中で今回債務負担行為をしよ

うという委託の中で見ていきたいというふうな形のような考えなんで、今現在、それで



は掛かってる費用がどれくらい、先程のような水道事業の場合は圧縮できない、労務単

価がちょっと今まで低かったということで言われてましたけども、下水道の場合は一定

そういう全体をまとめると圧縮できる部分というのがあるものなのか、そこまでお伺い

したいと思います。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○下水道課長（山崎禎三君） 

２７年度から２９年度までの実績で申し上げます。２７年度につきましては委託費の

みの話をさせていただきますが、運転管理業務委託、緑化業務委託、脱硫剤引抜処分、

充填作業業務、自家用電気工作物保安管理業務、消防用設備点検業務、ボイラー性能検

査に伴う点検整備業務、地下タンク液相部総合検査、気相部総合検査それからマンホー

ルポンプの設備保守点検業務委託を合わせましたところで２７年度は１億１,０００万

ほどでございます。２８年度になると１億１,５００万になります。２９年度になると、

現在の契約でいくと１億１,９００万になります。現在想定をしてる部分につきまして、

こういった部分で今回上げさせていただいた分で行きますと１億２,０００万ほどにな

ります。これに約７,５００万ほどの、先程申し上げましたユーティリティの経費がご

ざいます。もともとユーティリティの経費の分というのは、それぞれ見積りをとられた

りとかして、そこで経済比較はしてるんですが、とられた業者が業務期間が３年間とい

うふうに今現在予定をしております。そうなると３年間、例えば薬品費とか長期契約に

なるので、そちらで業者の方としては恐らく経費を圧縮できるのではないか、そういっ

たのが見込めるところにはなってきます。動力費につきましても九電にお支払いする分

になるので、その辺競争原理は働かないのですが、運転の仕方、ピークの電力を抑えた

りとかというふうな努力を恐らくされるかと思います。今何の話をしているかというと、

この７,５００万については発注業者を選定する段階で、その分についてプラス要素で

競争原理が働くというふうに考えておりまして、トータルでチャラ、同額とまでいかな

いですけどプラスの要素としては期待できるのかなというふうに考えております。 

○委員長（西岡克之委員） 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

水道の時も申し上げましたように、私も１５年間、１業者、この１業者が悪いという

ことでなくて、競争原理と透明性を高くした公平な契約ができるようにということでず

っと訴えてきたわけですけど、今回このような形でやってきていただいたということに

は、大変感謝をしてるところです。今ちょっとお話を聞いた中で、その数字を足します

とだいたい１億９,０００ぐらいで、ちょうどこの限度額の５億８,０００ですか、３年

間でその数字にちょうどぴったり合うような数字になると思います。そこで提案型の今

度は入札制度になると思うんです。これはやはり一般にインターネットとかいろんな分



で公募して業者を選定するのか、そういうマニュアルができてるのかどうか、それにつ

いて少しだけ分かってる範囲でお知らせいただきたい。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○下水道課長（山崎禎三君） 

ただいまの質問についてですが、補正予算の許可が下りてから当然そちらにつきまし

て、今、要求水準書とかそういった書類をまとめております。体制が整い次第、公募と

いう形をとるというような流れになってくるかと思います。 

○委員長（西岡克之委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

今のにちょっと関連するんですけど、公募型のプロポーザルで、最終的に決める段階

では総合評価方式かなんかで点数化してきちっとした形で出てくるんですかね、選定の

過程が。長与に１番いい業者というふうにおっしゃったんですけれども、それがどうい

う物差しで計られるのか、今後になるんでしょうけど今後の考えをお聞かせ下さい。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○下水道課長（山崎禎三君） 

当然技術提案をいただいた中でこちらの方も採点基準というのを整備いたしますので、

そういった形で１番点数が高い業者と優先的に交渉するようなそういった流れになるの

が、一般的な公募型プロポーザル随意契約方式だというふうに認識しておりますので、

そちらを踏襲するような形で考えております。 

○委員長（西岡克之委員） 

他に質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。 

今から討論を行います。 

まず反対討論はありませんか。 

賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。討論を終わります。 

ただいまから議案第６０号平成２９年度長与町下水道事業会計補正予算（第１号）の

採決をいたします。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

しばらく休憩します。 

（暫時休憩） 



○委員長（西岡克之委員） 

それでは休憩を閉じ、委員会を再開いたします。 

議案第６８号平成２８年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算の認定についての

件を議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

山崎課長。 

○下水道課長（山崎禎三君） 

それでは平成２８年度長与町下水道事業会計決算につきまして御説明を申し上げます。

決算書の１ページ２ページをお開き願います。（１）の収益的収入及び支出の収入にお

きまして、予算額１０億３,１９０万５,０００円に対しまして決算額は１０億６,１５

９万５,５７６円となり２,９６９万５７６円の増収となっております。これは営業収益

に伴う下水道使用料の増が主なものでございます。支出におきましては、予算額９億８,

６１８万９,０００円に対しまして決算額は９億３,２３６万７,３３１円となり不用額

が５,３８２万１,６６９円となっております。これは人件費等の減額による営業費用の

減が主なものでございます。以上の収益的収入支出の内訳につきましては付属資料の１

６ページ１７ページに税抜き額で記載しております。続きまして３ページ４ページをお

開き願います。資本的収入及び支出の収入におきましては、予算額１億２,４４９万１,

０００円に対しまして決算額は１億２,８８０万７,６８３円となり４３１万６,６８３

円の増収となっております。これは受益者負担金の増によるものでございます。支出に

おきましては、予算額４億３,７９８万８,０００円に対しまして決算額は４億４７８万

４,２４３円となり不用額が３,３２０万３,７５７円となっております。これは建設改

良費の減額が主なものでございます。以上の収益的収入支出の内訳につきましては付属

資料の１８ページ１９ページに税抜き額で記載しております。なお資本的収入額が資本

的支出額に不足する額２億７,５９７万６,５６０円は、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額９２７万３,２０１円、過年度損益勘定留保資金３,７０５万８４４円、

減債積立金２億２,９６４万４,９１９円で補填をいたしております。続きまして５ペー

ジをお開き願います。ここに計上いたしております損益計算書は税抜き計算になってお

ります。営業収支におきましては１億８,８６１万４,７６１円の営業損失となり、営業

外収支におきましては３億１,５８６万７６９円の利益となっております。その結果、

経常収支におきましては１億２,７２４万６,００８円の経常利益となっております。ま

た特別収支におきましては７１０万３,７３６円の損失となっております。以上の結果、

当年度純利益は１億２,０１４万２,２７２円となり、当年度未処分利益剰余金は３億４,

９７８万７,１９１円でございます。６ページをお開き願います。キャッシュフロー計

算書におきまして、当年度資金増加額は１億１,５９３万９,４３６円となり、当年度資

金期末残高は１５億１,９９６万４,５２１円でございます。７ページ８ページをお開き

願います。剰余金計算書におきましては、資本金、資本剰余金及び利益剰余金を合わせ

た資本残高が、前年度末残高４２億７,３６６万８,５４４円に当年度変動額１億２,０



１４万２,２７２円を加えまして当年度末資本残高は４３億９,３８１万８１６円となっ

ております。また剰余金処分計算書（案）につきましては、未処分利益剰余金のうち１

億２,０１４万２,２７２円を減債積立金へ積立て、２億２,９６４万４,９１９円を資本

金への組入れを行い、合わせて３億４,９７８万７,１９１円を処分する予定としており

まして、この剰余金の処分に関しては議会の議決をお願いするものでございます。続き

まして９ページ１０ページをお開き願います。貸借対照表資産の部、固定資産につきま

しては有形固定資産及び無形固定資産を合わせまして１０４億７,５３９万４,８６１円

となっております。また流動資産につきましては現金預金及び未収金を合わせまして１

５億３,４８１万８,２６９円となっております。以上の資産合計が１２０億１,０２１

万３,１３０円となっております。１０ページの負債資本の部につきましては、固定負

債、流動負債、繰延収益、資本金、剰余金を合わせまして、負債資本合計１２０億１,

０２１万３,１３０円となっており９ページの資産合計と一致しております。続きまし

て１１ページをお開き願います。こちらにつきましては決算書の記載に当たっての注記

表をつけております。 

続きまして決算付属書類について説明いたします。１２ページ１３ページをお開き願

います。１、事業の概況でございますが、（１）総括事項につきましては記載の通りで

ございます。平成２８年度の純利益といたしましては１億２,０１４万２,２７２円でご

ざいました。（２）議会議決事項につきましては、平成２７年度長与町下水道事業剰余

金の処分及び決算認定についてと平成２８年度長与町下水道事業会計補正予算第１号と

平成２９年度長与町下水道事業会計予算の３件をお願いしてまいりました。（３）行政

官庁認可事項につきましては補助金交付申請に係る２件でございます。（４）職員に関

する事項につきましては下水道課職員９名で業務を行っております。続きまして、２、

の工事につきましては、改良工事の概況といたしまして現存の下水道施設の改良工事を

５件上げさせていただいております。１４ページ１５ページをお開き願います。３、業

務につきましては業務量、事業収入に関する事項、事業費に関する事項に関しまして前

年度の比較を載せております。続きまして１４ページ、４、会計につきましては５００

万円以上の契約を８件記載しております。次に１６ページ１７ページをお開き下さい。

下水道事業会計収益費用明細書につきましては予算項目ごとの内訳を記載しております。

次に１８ページ１９ページをお開き下さい。資本的収入及び支出明細書につきましても

予算項目ごとの内訳を記載しております。続きまして２０ページ２１ページをお開き下

さい。固定資産明細書を記載しております。続きまして２２ページ２３ページをお開き

下さい。企業債明細書でございますが企業債９３件を記載しております。このうち８５

件が償還中でございます。なお当年度償還といたしまして２億２,９６４万４,９１９円

を行い、未償還残高が２８億３,７８８万１,１５２円でございます。以上で下水道事業

会計決算の説明を終わらせていただきますが、重要契約の要旨に記載しております事項

につきまして永石建設係長の方から御説明を申し上げます。 



○委員長（西岡克之委員） 

永石係長。 

○係長（永石大祐君） 

それでは重要契約の要旨を説明させていただきます。決算付属書類の１５ページと今

お配りしましたＡ３の図面を御覧下さい。１番目の長与町公共下水道長与浄化センター

の実施設計の作成委託に関する協定ですが、長寿命化計画に基づき、処理場内の水処理

施設４系列５系列の電気設備、機械設備の詳細設計を行っております。２番目の長与町

公共下水道事業計画策定業務委託ですが、平成３３年度までの事業計画の策定及び都市

計画決定図書、事業認可申請図書の作成を行っております。３番目の吉無田地区人孔改

築工事ですが、吉無田地区のニュータウン入口の交差点から三根方面に少し行った所で

す。そこで長寿命化計画で改築判定された箇所について、人孔改築を１か所、人孔蓋の

改築を６か所行っております。４番目の長与ニュータウン地区取付管改築工事ですが、

ニュータウン内の取付管について平成２４年度に調査を行い、２６年度に長寿命化計画

を策定しております。その長寿命化計画により改築判定された取付管のうち４３か所を

改築しております。５番目の青葉台地区取付管改築工事ですが、青葉台地区内の同じく

改築判定された箇所について取付管の改築を３０か所行っております。６番目の長与ニ

ュータウン中央地区取付管改築工事ですが、長寿命化計画により改築判定された取付管

のうちニュータウン中央地区の取付管の改築を９１か所行っております。７番目の長与

町公共下水道事業ストックマネジメント実施方針策定業務委託ですが、管路施設及びマ

ンホールポンプ場のストックマネジメントを行うための実施方針を策定しております。

８番目の吉無田地区特殊マンホール改築工事ですが、青葉台団地を下りていった県道の

脇になりますけれども、ここにある長寿命化計画で改築判定された特殊マンホールの改

築を１か所行っております。以上が重要契約の要旨の説明となります。 

○委員長（西岡克之委員） 

説明は以上でよろしいですか。ないですね。 

それでは場内の時計で１３時まで休憩します。質疑はその後、行いたいと思います。

よろしくお願いします。 

（休憩 １１時４４分～１２時５９分） 

○委員長（西岡克之委員） 

それでは休憩を閉じ委員会を再開いたします。 

ただいまより質疑を行います。質疑は剰余金、それと決算、両方とも構いません。質

疑のある方は挙手をしてどうぞ。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

決算書の方の１、２ページで、不用額が５,３００万ある中で人件費のマイナスとい

うことの説明が本会議でもあり、ここでもあったわけですけれども、これがどういう形



でマイナスがあってるのか、これはもう今期だけなのか、人数的にずっともう減ったか

ら次年度からもずっといくというようなあれなのか、当年度だけがマイナスなのか、ち

ょっとその中身、今後の人件費の推移ですか。人数的なものをお願いします。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○下水道課長（山崎禎三君） 

人件費の減について御説明申し上げます。減った要因といたしましては、構成人員が

若返ったことに関して人件費そのものが圧縮されたということと、御一方、昨年度１年

間出産されて休まれていたということがございまして、そういった部分が人件費の減に

つながったというふうなお答えになることになります。ですので今後これがまた減り続

けるのかというふうな話になると、当然その職員構成が変わらないのであれば、それに

ついては減るようなことにはならないというふうに、今年度につきましては、昨年度９

名で業務をさせていただいとったんですが１名減ったような形になっておりますので、

そういった部分は、今年度の総係費の方に反映されるような形になるというふうに答え

させていただきます。 

○委員長（西岡克之委員） 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

職員構成員は９名から１名減って８名ということですけども、８名でずっといくのか、

あるいは９名に戻ってなるのか、ちょっとそこんところの形が、これから今度委託契約

いろいろ変わってきてもう８名でいいんですよとか、やっぱりまた９名にせんば仕事量

が賄いきらんとか、ちょっとそういうところどうなんですか。 

○委員長（西岡克之委員） 

局長。 

○水道局長（濱伸二君） 

その件につきましては人事権になりますので、私共ではあくまでも９名体制を望んで

要望はしているところなんですけど、何ぶん人事面でそこは賄い切れないということで、

この体制でやってくれということなっておりますので、あくまでも下水道の体制として

は９名体制でやっていきたいと考えております。 

○委員長（西岡克之委員） 

他に。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

そしたら今度は付属書類の方でお尋ねをしながらいきたいと思います。上水の方もあ

ったわけですけれども、今度は３年間の契約ということで課長の方で詳しく説明をして

いただきました。１億２,０００万にプラス７,０００万、動力とか薬品等を含めながら、



そういう説明があったわけですけれども、付属書類の１６、１７ページに入りますけれ

ども、処理費の委託費が１億２,３００万、これを含めて動力と薬品とかそういうよう

な説明があったわけですけれども、この決算の今後、この中からどういう形の分が今度

は減ってくるのか、ちょっとそこんところが分かっとれば、マンホールのこういうのが

入ってますよね、上の方、管渠費かな、そういうのを含めてよろしくお願いします。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○下水道課長（山崎禎三君） 

今御質問にあった分についてですが、先程動力費、薬品費を含める費用につきまして

というふうなお話をさせていただきましたが、今回委託の中に計上する分につきまして、

水質分析、電力料金、上水道、ガス代、あと薬品の部類。あと通信運搬費、備消耗品費、

燃料費、これにあと限定的でございますが修繕費を計上しようかなというふうに予定を

しております。この費用明細書の中で、どれに当たるのかというふうな話になるとまず

もって管渠費の委託料の一部、修繕費の一部、動力費の一部、こういった部分になるか

と思います。ここに今表示をしている処理場費の中でいくと、燃料費、備消耗品費、通

信運搬費、光熱費、委託料、修繕費の一部、委託料も一部です。動力費、薬品費という

ふうな中で数字の動きが出てくるというふうに御理解いただければと思うんですが、こ

の科目自体をなくしてしまうのかというのまでは、まだそこまでは考えておりません。 

○委員長（西岡克之委員） 

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員） 

本会議で説明があったかと思うんですけれども、水洗化率が９８．８％となって残り

があと１８７戸となってるんですけれども、これがどの地域なのかということと、今後

これを１００％にという予定なのかどうかお伺いします。 

○委員長（西岡克之委員） 

山崎課長。 

○下水道課長（山崎禎三君） 

世帯数といたしまして１８７世帯ということで、現在下水道区域の中におられる方で

まだ水洗に切替えられてない方々が世帯数としてこれだけいらっしゃいます。特定の地

区に集中してるというふうなわけではございませんで、町内あちらこちらにそういった

形で、まだ改造まで費用を掛けて、経済的に負担されてというところまでいかれてない

方々がこれだけいらっしゃいまして、その中で世帯数としては１８７なんですが戸数と

いたしましては１２５戸です。この中に核家族化とか１人１世帯という方々がいらっし

ゃるもんですから、戸数としては現在把握しておる中で１２５戸。当然こちらにつきま

して今後も引続きお願い、これは広報とか、あと町内の管組合の軽トラックというか町

内で仕事されてる管組合の業者とかに啓発のマグネットシートをお渡しいたしまして貼



っていただいて、一応目に付くようにはしていただいております。あとプラスとしては、

今後また文書等でお願いということで、働きかけを続けていくようなつもりでおります。 

○委員長（西岡克之委員） 

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員） 

地域はばらばらだということですけれども集中してるところというのがないのかと、

前年度より１２０戸、今回平成２８年度は増加となってますとなってるんですけど、そ

うすると１２５戸と言われたので、来年度その事情もあるでしょうから再来年度という

ところでは出来るようになるんでしょうか。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○下水道課長（山崎禎三君） 

ここ数年で水洗に切替えていただいているお宅について、建て替えというのが絡まな

いことには、なかなか踏切っていただけない部分がございまして、そういったものがあ

るもんですから、そういった御事情があられる関係でここ数年で劇的に改善が進むかと

いうのについては、ちょっと難しいのではないかなと思っております。 

○委員長（西岡克之委員） 

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員） 

この１２０戸は榎の鼻が出来たのも関係するのかちょっと分からないんですけれども、

やっぱり戸数が増えたことも増収につながっていると理解していいんでしょうか。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○下水道課長（山崎禎三君） 

今の御質問の増収というようなことなんですが、こちらにつきましては、当初予算を

組む段階で見込みの戸数を想定いたしまして予算の方を組むんですが、増収になった理

由といたしましては想定した戸数よりも実際つながれた戸数が増えたことによって使用

料が増収したというふうな答えになるところでございます。根拠といたしましては、通

常、今いろんなとこで使われている推計値、人口推計値について、今後については減少

傾向で見込まれるということがあるもんですから、なかなか当初予算の時点で戸数が増

えるという予想ができなかった部分がございまして、結果多くの方々につないでいただ

いて使用水量が増えて増収につながったというふうに御理解いただければと思います。 

○委員長（西岡克之委員） 

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員） 

増えたことで増収につながったということで理解したいと思います。もう１点すいま



せん、本会議で説明があった原価割れ、説明あったんですけれどもちょっとよく分から

なかったので、原価割れがずっと続いてるけどそのままでみたいなお話だったかと思う

んですけれども、そこをちょっと御説明下さい。 

○委員長（西岡克之委員） 

藤野主事。 

○主事（藤野亮君） 

質問にお答えをさせていただきます。原価割れをしている状況でこのまま経営を続け

てもよいのかという御質問だったと思われますが、公営企業である以上利益を出すよう

に経営をするというのは間違ったことであると。願わくばトントンであるのが理想の形

ではあるかと思うんですけども、現状どうしても収入と比較いたしまして費用の方が高

目となっております関係で原価が割れてしまっている状況でありますと。こちらを漫然

と放置しておいていいかということではなくて、当然支出に関しましてはコストの縮減

を図れないかとか、あと収入増というのはなかなか難しい問題ではあるんですけども、

何とかこちらの方を増やしていくことが出来ないかという検討は、下水道事業会計を行

っていく上で必要な考え方ではあるかなとは思っております。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員） 

であれば、原価割れは現状あるけれども、原価割れじゃないようにしていくというこ

とで進めていくということで理解してよろしいんでしょうか。 

○委員長（西岡克之委員） 

藤野主事。 

○主事（藤野亮君） 

そのとおりでございます。 

○委員長（西岡克之委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

初歩的な質問になるんですけれども、人孔改築の人孔がちょっと分からないので教え

て下さい。意味です。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○下水道課長（山崎禎三君） 

人孔といいますのは管路施設、下水道のパイプがございますですよね、そちらの要は

入口と出口、上流下流側に維持管理ができるように人が入れるそういう構造物がござい

ます。それをマンホールというんですけど、それを漢字で表記すると人孔というふうに

なるもんですからそういうふうに御理解いただければと思います。 



○委員長（西岡克之委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

となると、吉無田地区ではそれは何個とおっしゃいましたっけ。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○下水道課長（山崎禎三君） 

補足で御説明いたします。１３ページに施工内容を表示した部分がございまして、こ

の中で人孔の改築工事というふうなことで該当するのが１番目と５番目になります。１

番目につきましては人孔の改築、マンホール自体を改良いたしました部分につきまして

は１か所です。蓋につきまして６か所交換をいたしております。５番につきましては特

殊マンホール、１番目のマンホールは中が丸いんですけど、これはちょっとものが大き

くて中が四角いマンホールでございます。大きさが２メートルぐらいあって深さが７メ

ートルぐらいあるようなものでございまして、こちらにつきまして１か所ということで、

昨年度人孔のマンホールの改築といたしましてはトータルで２か所、蓋につきましては

それに付随する分になります。 

○委員長（西岡克之委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

下水道の、例えば水洗で改築工事をする時に、町からの補助というのはどのくらいに

なるんですか。 

○委員長（西岡克之委員） 

課長。 

○下水道課長（山崎禎三君） 

改造費自体に補助金を出すというふうなものではなくて、改造をするのに指定の銀行

から借りていただいて、それを返済する分の利息についてうちの方からバックアップす

る、後押しをするというふうな制度はございます。限度額は一般の家庭が９０万円でご

ざいます。アパートが１８０万です。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

１５ページの契約のことなんですけど、１つ目の長与町公共下水道浄化センター実施

設計の作成委託ですね。第４系列、第５系列ということで聞いたんですけど、内容をも

うちょっと詳しくお尋ねしたいと思います。そして第４、第５というのは計画的にやっ

てるんでしょうけど、今後また他に出てくるのかどうか、それについてお願いします。 

○委員長（西岡克之委員） 



課長。 

○下水道課長（山崎禎三君） 

こちらの委託の中で詳細設計をしていただいた分についてですが、現在、長寿命化計

画ということで目標年度を定めて進めているところの部分になります。それが何かとい

うふうな話になると、先程うちの建設係長の方からお話ありましたが、うちの浄化セン

ターに水処理施設系列６系列あるんですが、そちらの４系列目と５系列目の水処理施設、

設備の機械またその電気設備の詳細設計というふうな形になります。今後につきまして

は今長寿命化計画ということで進めさせていただいているんですが、その後につきまし

ては、また今の事業期間が終わったとこで当然続きまして、６系列目がまた耐用年数く

る部分がございますので、そちらについてまた計画をまとめたところで改築更新という

ような形で進めていくような流れになるかと思います。 

○委員長（西岡克之委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

私も付属書類の方でお伺いしたいと思います。まずは１６ページの他会計補助金１億

６,５００万、交付税に算入されてるというふうなことで下水道に補助というか負担を

するんですけども、この金額の根拠、費用の方で有形固定資産の減価償却費と企業利息

に充てるということですけど、これに基づいて交付税が算入されてるものなのか、それ

ともどちらかの金額が下水道課の方から、これだけの費用だから一般会計にこれだけ出

して欲しいというふうなそういうふうな会計の方法になるのか、そこをちょっと会計処

理の仕方をお願いしたいと思います。 

○委員長（西岡克之委員） 

本浦主任。 

○主任（本浦友恵君） 

お答えします。一般会計繰入金として一般会計からいただいてるものについては、地

方公営企業繰出金に関する通知の繰出基準に基づいて額を算定しております。こちらの

方が一般会計の方に請求をする形になるんですけど、中身が分流式下水道に要する経費

と水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費、不明水の処理に要する経費、

その他臨時財政特例債についての経費の分をこちらで計算して一般会計の方に請求して

おります。 

○委員長（西岡克之委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

今の説明ですと、その費用を算出される、そういう項目を説明されましたけど、その

費用が何と言いましょうか、そもそも企業利息というのはもう既に決まってるわけです

よね、企業利息、払う分。ここに説明費用のところにありますように一般会計補助金か



ら７,４００云々を充当しますというふうになってますよね。もう一個上、減価償却費

の有形固定資産減価償却費の中にも一般会計補助金９,３３１万２,１２３円を充当しま

すと、先程の説明からすると、ここじゃなくて違う項目でいろいろ算出して１億６,５

００万必要ですと請求をすると。それをここに充てると、たまたま企業利息はもう既に

多分その年間払う利息ですから決まってると思うんですけども、その費用を利息に充て

てるというふうな形で考えていいんですか。ちょっと質問の仕方が申し訳ないけど、私

はここで企業利息がこれだけあるからこういう金額をというふうな請求をしてると思っ

たんですけども、そうじゃなくて違う項目で請求をしてその金額を企業利息に充ててい

るというふうな形のとらえ方でいいですか。 

○委員長（西岡克之委員） 

本浦主任。 

○主任（本浦友恵君） 

お答えします。おっしゃる通りの考えでよいと思います。 

○委員長（西岡克之委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

そうすると、恐らく最初にいろんな項目を算出して１億６,５００万必要ですという

ふうにいたしました。最初にそこから企業利息を抜いて、残った分が有形固定資産の償

却費に充てられるという考えでいいんでしょうか。なぜ質問するかというと、固定資産

の償却費というのは固定でする場合といろいろ率で変動する場合があると思いますんで、

固定だと同じ金額がずっと償却されると思うんですけども、数字見れば固定してないよ

うな感じなんですけど。ですから残った金額を充当してると、償却費の中に。そういう

ふうな会計処理というふうな形なんでしょうか。 

○委員長（西岡克之委員） 

藤野主事。 

○主事（藤野亮君） 

質問にお答えをさせていただきます。先程本浦の方からお答えしました回答にちょっ

と不正確な部分がございまして改めて御説明申し上げますと、財源となるものは、当初

委員がお言葉にされておりました通り、交付税の分、下水道事業分ですね。こちらの算

定方法といたしましては下水道事業会計が起債を借入れまして、そちらの元利金を償還

していくと。そちらの部分と長与町自体の人口密度、面積と人口ですか、そちらを計算

した上で下水道事業分の交付税が決まると。その交付税として一般会計の方に届きまし

たお金、そちらを下水道事業会計に入れる際の請求といたしまして、先程本浦の方から

説明いたしました公営企業の繰出基準というものを基に算定いたしまして請求をすると

いう形になります。ですので、請求をする費用というのは後払いのような形でもらうも

のになりますので、いただくお金と当年度支出する額が使途として一致するということ



ではございません。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

分かりました。交付税の中には利息分も入ってきているというふうな考え方があるわ

けですたいね。ただ請求としてはいろんな項目があって請求しますと。しかし請求する

に当たってその請求金額と交付税額が、入ってくる額が一緒ではないというふうな感じ

で、当然もともと請求する中には利息が交付税の中に算入されてますんで、おおかた利

息の払いに回ると、その残額を施設の償却費に回していくという形で捉えていいのか、

再度確認させていただきたいと思います。 

○委員長（西岡克之委員） 

藤野主事。 

○主事（藤野亮君） 

算定方法といたしましては、先程申しました通り元利償還金の分に係ってきます。当

年度の使途として特定する際には、各繰出基準の算定に当たっては、すみません。 

○委員長（西岡克之委員） 

しばらく休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（西岡克之委員） 

休憩を閉じ、委員会を再開いたします。 

原口参事。 

○参事（原口哲也君） 

私の方から少し補足説明をさせていただきます。まず収益費用明細書の中で一般会計

の補助金を減価償却費と利息に充ててる金額を書いているのは、まず消費税対策のため

に書いております。消費税を下水道事業会計は払わなければいけないんですが、もらっ

たお金の使途、使い道によって非課税になったり不課税になったり課税になったりとい

うふうになるわけで、１億６,５００万円、ここでは町の方から負担金ということで下

水道事業会計に繰出していただいてるわけですが、それを例えば物を買うとか物を作る

とかいうようなところに使いますと消費税が発生しますので、消費税の方の計算をしな

ければいけないというようなことになります。補助金というのは元が税金ですのでこれ

で物を買うと、入ってきたお金の中には消費税８％が入っていないのに、その入ってい

ないお金で税金で８％払ったことにすると、仮払い消費税の方が発生しますので、その

分税金が返ってくるというようなことになりますが、原資が税金ですのでそれをすると

国が税金を取れなくなるので、そういった場合には税金の対象にしないというような形

をとります。ですから物を買うというようなことにすると、逆にこちらが税金を余計払

わなきゃいけないということになりますので、減価償却費であったりとか利息であった



り、そういう消費税に関係ないところでの使途を特定して税務署の方に消費税をまけて

もらうといいますか、これはどこの自治体もやってる手法なんですけど、認められた手

法ですから、そういった形でまず上げてるというようなことで理解していただきたいと

思います。それからこの補助金なんですけども、実際うちは補助金にあげておりますが

実際は負担金という形で、先程から委員もおっしゃってるように、汚水処理をした分の

国が払わなければいけない分の負担をしますよというようなことで、交付税の中に組込

んで長与町にまず手渡すというようなことになっております。長与町が受ける場合には、

現在の交付税の計算方法は人口とか面積とかそういうのが主になっております。そうい

うのを掛算をして、長与町の方に国は交付税をあげるわけなんですけども、下水道事業

としては総務省から出ております負担金の補助基準というのが示されておりますので、

こちらとしましては、借りてるお金、起債の一部分を請求できるんですよというような

ことで通知が来てますので、こちらとしてはそれを再計算して一般会計の方と交渉をす

るというようなことになっております。ですから１億６,５００万、一般会計に下水道

分として入っているのかというような話になろうかと思いますが、それについてはこち

らの方では、はっきりしたことは分かりませんが、それに近い金額が入ってるというふ

うにこちらは理解しているわけですので、一般会計の方にそういう形で請求をさせてい

ただいてるという状況になっております。それをどう使うかということになってくるわ

けですけども、まずは、先程から言ってますように、先行投資という形で起債というお

金を借りてますのでその分の利息に充てると、それから減価償却というのも、あくまで

も資産に対する先行投資を借金という形でしてるわけですからそれに充てますと。そう

いうふうに充てると消費税も払わなくていいというふうな形になるということで、こう

いった形での決算書の作成になっているということになります。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

ありがとうございます。それで１２ページの中で５行目、前年度比から営業支出が好

転したにも係らずと云々とこう書いてます。最後の方に一般会計からの繰入の減額によ

るものですということで、この減額、このことだというふうに思うんです。減額の理由、

なぜ２８年度は減額したのかというところは説明していただければというふうに思いま

す。町の方がこれだけしか出せなかったというふうな判断なのか、それとも請求者そも

そもが減額してたのかというところなのか、その辺をお願いしたいと思います。 

○委員長（西岡克之委員） 

藤野主事。 

○主事（藤野亮君） 

質問にお答えいたします。うちの請求の前に、元々の財源の方について考えますと交

付税の方になるということで、付属資料の方の２２ページ２３ページの方を見ていただ



きますと企業債明細書が載ってございます。こちらを見ていきますと古いものの借入れ

といたしましては高利率の利子のものが続いておりましたが、年々新しく借入れをする

に当たりまして低利子のものに入れ変わってきているというのが見て取れるかとは思い

ますが、繰入れの財源が交付税、そして交付税の計算するに当たって用いる数値が元利

償還金ということを捉えますと、年々低利子のものに変わっております関係で元々の財

源が少しずつ小さくなってきてるのかなという部分はあるのかと思います。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

分からないのでちょっとお聞きいたしますが、２２ページ２３ページの企業債明細書

のところで、この利率というのはだいたい固定なのか、変動でされてるのかというのと、

それから償還期間については全てが３０年で決められてるんでしょうか。 

○委員長（西岡克之委員） 

藤野主事。 

○主事（藤野亮君） 

質問にお答えいたします。利率といたしましては、各年度起債を借入れる際にその当

時の設定されている利率に基づいて借入れを行っておりまして、償還期限３０年という

ものに関しましては、借入当初より当該返済期間において借入れを行っているものと思

います。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

原口参事。 

○参事（原口哲也君） 

ちょっと補足をさせていただきます。私も今年４月に戻ってきたものですからはっき

りは覚えてないんですが、ここ１０年ぐらいの間、ですから平成１５、１６年ぐらいよ

り前はそこにありますように大蔵省の資金運用部とかそういったところ、それから公営

企業金融公庫というようなところがありまして、そこから借入れたものに対して交付税

の措置があって、後々払ったお金の一部が町の方に返ってくるという制度になっており

ました。その時には利率も１本だけで決まっておりました。下水道事業でこういったの

をする時には何％というふうに決まっておりまして、下水道事業で借りる場合に基本的

には３０年と、それから５年間据置いてからの３０年での償還というふうに決まってお

りました。これはなんでかといいますと、下水道の施設はまず最初に莫大な投資額が掛

かります。浄化センターそれから管をいっぺんに作らないことには、少しずつ作ってい

てもいつまでも下水が流せませんし、そうであると元が取れませんので、いっぺんに浄

化センターを作りいっぺんに管を入れなきゃいけない、そういった時にお金をいっぺん

に借りますので、そういった借りたお金を返すために、いっぺんに返し始めると皆さん

の料金で賄うわけですからその負担が結局大きくなるということになりますので、５年



間は据え置きますよと。その５年の間に浄化センターが出来、管がつながれば料金が入

ってくるわけですから、５年後には払えるようになるでしょうというふうな考え方の基

に、１０年から１５年ぐらい前まではずっと起債の借入れというのはそういうルールで

決まっておりました。ところが見ていただけば分かるように利息がだんだん下がってき

て金融の自由化が始まってきたところで、そういった国が全部締めつけてやるのは止め

ようというようなことになりまして、途中から、２３ページの真ん中辺りから日本郵政

公社で借りてるのが２本あるんですけど、そこら辺りからそういうのがちょっとずつ変

わってきてまして、こちらで少し選べるような状況ができてきています。最近は地方公

共団体金融機構というのを作りまして、そこがお金を貸すというふうな形になっており

ます。下水道を取巻く状況も少し変わってきてますので、先程言いました５年据置きと

いうのも、もう今はどこも浄化センターができ、管がつながってますからわざわざ据置

く必要はないと、据置きますと５年間利息だけを払わなければいけなくて元金がいつま

でも減りませんから、それだったら料金に跳ね返るだけですので、今払えるんだったら

据置きはしなくてもいいですというふうに今はなってると思います。それから３０年償

還についても、先程から言ってますように浄化センターもでき管もつながって、日本全

国あらゆるところに浄化センターもできている状態で落ちついている状態ですので、３

０年を短くするというようなことも可能にはなっておりますが、下水道事業は、長与町

は幸いにも黒字でいっておりますけども全国的には赤字ですので、それを３０年で払え

るかと、それから人口が減ってきてますので入ってくる使用料が減っていきますから、

それに対して３０年で均等に払っていけるのかというふうな論議があってますので、た

しか一昨年だったと思いますけども最高６０年までは選べるように今なってるんじゃな

いかと思ってます。起債についてはそういった形がありますので、今後据置いた方がい

いのか３０年で償還した方がいいのか、早く償還した方がいいのかというのは、人口の

推移であったりとか処理水量の推移であったりとかを眺めながら、今後、経営戦略を立

てていく必要があるんじゃないかというふうに思っております。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

大変よく分かりました。ありがとうございます。それで、発行総額に対して総額の累

計額というのは全く同額なんですが、これは利率分を含まれてないのはどういうふうに

理解したらよろしいでしょうか。 

○委員長（西岡克之委員） 

原口参事。 

○参事（原口哲也君） 

発行総額というのはあくまでも借入れた最初の全部の額でございますので、これだけ

をとりあえず、発行というのは、起債というのは、長与町がいっぺんにお金を準備でき



ないわけですので国が代わってと言いますか、ここに出てある金融機関が代わってお金

を先に渡してくれるという形になりますから、証文みたいな形で発行総額というのはそ

の借りた時の金額になります。償還高はずっと払っていきますから、その分減って今じ

ゃあ残りは幾らなのかというふうなことで償還高のところは書いてあるというふうなこ

とになります。償還高は利息は含まれておりません。元本だけです。 

○委員長（西岡克之委員） 

ちょっとしばらく休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（西岡克之委員） 

休憩を閉じ委員会再開いたします。 

原口参事。 

○参事（原口哲也君） 

委員の御質問にお答えします。こちらは企業債の元金とその償還についての表ですの

で、利息分についてはこちらには記載はされておりません。以上です。 

○委員長（西岡克之委員） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから、議案第６８号のうち剰余金の処分についての討論を行います。 

まず反対討論ありますか。 

次に賛成討論ありますか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第６８号のうち剰余金の処分についての採決をいたします。 

本案のうち剰余金の処分について、原案のとおり可決すべきものと決することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案のうち剰余金の処分について原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第６８号のうち決算の認定についての討論を行います。 

まず反対討論ありませんか。 

次に賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、議案第６８号のうち決算認定について採決をいたします。 

本案のうち決算認定について、原案のとおり認定すべきものと決することに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案のうち決算認定について原案のとおり認定すべき

ものと決しました。 



本日の予定はこれで終了いたします。御苦労様でした。 

（散会 １３時４９分） 


